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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
一
号

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
規
約
を
変
更
す
る
届
出
を

受
理
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

受
理
年
月
日

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

二

変
更
の
内
容

次
に
掲
げ
る
経
費
を
令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度
に
限
り
、

各
区
市
町
村
の
負
担
と
す
る
。

㈠

審
査
支
払
手
数
料
相
当
額

㈡

財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
相
当
額

㈢

保
険
料
未
収
金
補
塡
分
相
当
額

㈣

保
険
料
所
得
割
額
減
額
分
相
当
額

㈤

葬
祭
費
相
当
額

三

変
更
の
理
由

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
軽
減
に
係
る
経
費
を
各
区
市
町

村
が
支
弁
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
。

四

変
更
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

大
田
区
東
海
三
丁
目
六
番
、
七
番
、
八
番

二
か
ら
同
番
十
一
ま
で
、
九
番
一
か
ら
同

番
三
ま
で
、
十
番
及
び
十
一
番

令
和
四
年
三
月
二

十
八
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
三
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
（
仮
称
）
北
青
山
三
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い
て
、

環
境
影
響
評
価
書
案
（
以
下
「
評
価
書
案
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の

概
要
の
提
出
が
あ
り
、
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

事
業
段
階
関
係
地
域
を
定
め
た
の
で
、
条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
段
階
関
係
地
域
の
範
囲

港
区

北
青
山
一
丁
目
、
北
青
山
二
丁
目
、
北
青
山
三
丁
目
、

南
青
山
二
丁
目
、
南
青
山
三
丁
目
、
南
青
山
四
丁
目
、
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南
青
山
五
丁
目
、
南
青
山
六
丁
目
及
び
西
麻
布
二
丁

目
の
区
域

新
宿
区

霞
ヶ
丘
町
の
区
域

渋
谷
区

神
宮
前
一
丁
目
、
神
宮
前
二
丁
目
、
神
宮
前
三
丁
目
、

神
宮
前
四
丁
目
、
神
宮
前
五
丁
目
、
神
宮
前
六
丁
目

及
び
渋
谷
四
丁
目
の
区
域

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

東
日
本
都
市
再
生
本
部

本
部
長

中
山

靖
史

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号

新
宿
ア
イ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー

十
三
階

三

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

（
仮
称
）
北
青
山
三
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業

高
層
建
築
物
の
設
置

四

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
港
区
北
青
山
三
丁
目
に
位
置
す
る
敷
地
面
積
約

二
万
千
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
、
業
務
、
商
業
、
宿
泊
、
公
共
公

益
施
設
、
駐
車
場
等
の
機
能
を
持
っ
た
高
層
建
築
物
を
建
設
す
る

も
の
で
あ
る
。

五

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
地
盤
、
水
循
環
、
日

影
、
電
波
障
害
、
風
環
境
、
景
観
、
史
跡
・
文
化
財
、
廃
棄
物
及

び
温
室
効
果
ガ
ス
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の

と
お
り
で
あ
る
。

六

評
価
書
案
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
四
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
四
日
ま
で
。
た
だ

し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

港
区
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
支
援
部
環
境
課

港
区
芝
公
園
一
丁
目
五
番
二
十
五
号

イ

新
宿
区
環
境
清
掃
部
環
境
対
策
課

新
宿
区
歌
舞
伎
町
一
丁
目
四
番
一
号

ウ

渋
谷
区
環
境
政
策
部
環
境
整
備
課

渋
谷
区
宇
田
川
町
一
番
一
号

エ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

オ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
電
子
メ
ー
ル

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
四
年
六
月
二
十
九
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
メ
ー
ル

送
付
先
、
件
名
等
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
e

nt ／reading_guide／index.htm
l
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
四
号

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
立
ち
入
り
、
特
定
外
来
生
物
の
捕
獲
等
若
し
く
は
放
出
等

を
す
る
土
地
若
し
く
は
水
面
又
は
当
該
特
定
外
来
生
物
の
捕
獲
等
の

支
障
と
な
る
た
め
伐
採
す
る
立
木
竹
（
以
下
「
防
除
を
行
う
土
地

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
一
部
が

知
れ
ず
、
又
は
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
法
第
十
八
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通

知
の
内
容
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

防
除
を
行
う
土
地
等
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

別
表

の
と
お
り

二

通
知
の
要
旨

東
京
都
が
大
島
町
に
お
い
て
キ
ョ
ン
防
除
事
業
を
実
施
す
る
に

当
た
っ
て
、
防
除
を
行
う
土
地
等
の
占
有
者
又
は
所
有
者
宛
て
に

送
付
し
た
通
知
に
対
し
、
「
猟
具
等
設
置
に
関
す
る
承
諾

兼

土
地
の
無
償
使
用
承
諾
書
」
に
よ
り
回
答
が
な
い
場
合
（
当
該
通

知
の
相
手
方
が
知
れ
な
い
場
合
及
び
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
場
合

を
含
む
。
）
は
、
当
該
土
地
等
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
、
法
第

十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

三

通
知
の
掲
示
場
所

大
島
町
役
場
掲
示
板
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
五
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
四
項
後
段
及
び
第
三
十
三

条
第
四
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
病
院
を
次
の
と
お
り
認
定

し
た
。令

和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称

所
在
地

認
定
期
間

認
定
年
月
日

医
療
法
人

社
団
翠
会

成
増
厚
生

病
院

板
橋
区
三
園
一
丁

目
十
九
番
一
号

令
和
四
年
四
月

一
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

令
和
四
年
四
月

一
日

医
療
法
人

社
団
清
和

昌
綾
会
飯

沼
病
院

板
橋
区
常
盤
台
二

丁
目
三
十
三
番
十

五
号

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
厚
生

協
会
大
泉

病
院

練
馬
区
大
泉
学
園

町
六
丁
目
九
番
一

号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
大
和

会
大
内
病

院

足
立
区
西
新
井
五

丁
目
四
十
一
番
一

号

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
岩
尾

会
東
京
海

道
病
院

青
梅
市
末
広
町
一

丁
目
四
番
地
の
五

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
青
溪

会
駒
木
野

病
院

八
王
子
市
裏
高
尾

町
二
百
七
十
三
番

地

同
右

同
右

医
療
法
人

八
王
子
市
美
山
町

同
右

同
右
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社
団
光
生

会
平
川
病

院

千
七
十
六
番
地

国
家
公
務

員
共
済
組

合
連
合
会

立
川
病
院

立
川
市
錦
町
四
丁

目
二
番
二
十
二
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
碧
水

会
長
谷
川

病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁

目
二
十
番
三
十
六

号

同
右

同
右

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
精
神

・
神
経
医

療
研
究
セ

ン
タ
ー
病

院

小
平
市
小
川
東
町

四
丁
目
一
番
一
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
新
新

会
多
摩
あ

お
ば
病
院

東
村
山
市
青
葉
町

二
丁
目
二
十
七
番

地
一

同
右

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
六
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
応
急
入
院
指
定
病
院
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称

所
在
地

指
定
期
間

指
定
年
月
日

公
益
財
団

法
人
東
京

都
保
健
医

療
公
社
荏

原
病
院

大
田
区
東
雪
谷
四

丁
目
五
番
十
号

令
和
四
年
四
月

一
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

令
和
四
年
四
月

一
日

東
京
都
立

松
沢
病
院

世
田
谷
区
上
北
沢

二
丁
目
一
番
一
号

同
右

同
右

昭
和
大
学

附
属
烏
山

病
院

世
田
谷
区
北
烏
山

六
丁
目
十
一
番
十

一
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
翠
会

成
増
厚
生

病
院

板
橋
区
三
園
一
丁

目
十
九
番
一
号

同
右

同
右

一
般
財
団

法
人
精
神

医
学
研
究

所
附
属
東

京
武
蔵
野

病
院

板
橋
区
小
茂
根
四

丁
目
十
一
番
十
一

号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
清
和

昌
綾
会
飯

沼
病
院

板
橋
区
常
盤
台
二

丁
目
三
十
三
番
十

五
号

同
右

同
右

公
益
財
団

法
人
東
京

都
保
健
医

療
公
社
豊

島
病
院

板
橋
区
栄
町
三
十

三
番
一
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
じ
う

ん
ど
う
慈

雲
堂
病
院

練
馬
区
関
町
南
四

丁
目
十
四
番
五
十

三
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
翠
会

陽
和
病
院

練
馬
区
大
泉
町
二

丁
目
十
七
番
一
号

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
厚
生

協
会
大
泉

病
院

練
馬
区
大
泉
学
園

町
六
丁
目
九
番
一

号

同
右

同
右

医
療
法
人

足
立
区
西
新
井
五

同
右

同
右

社
団
大
和

会
大
内
病

院

丁
目
四
十
一
番
一

号

医
療
法
人

財
団
厚
生

協
会
東
京

足
立
病
院

足
立
区
保
木
間
五

丁
目
二
十
三
番
二

十
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
成
仁

病
院

足
立
区
島
根
三
丁

目
二
番
一
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
一
秀

会
葛
飾
橋

病
院

葛
飾
区
東
金
町
七

丁
目
三
十
三
番
一

号

同
右

同
右

東
京
都
立

墨
東
病
院

墨
田
区
江
東
橋
四

丁
目
二
十
三
番
十

五
号

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
岩
尾

会
東
京
海

道
病
院

青
梅
市
末
広
町
一

丁
目
四
番
地
の
五

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
岩
尾

会
東
京
青

梅
病
院

青
梅
市
富
岡
三
丁

目
千
二
百
五
十
四

番
地

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
幸
悠

会
鈴
木
慈

光
病
院

青
梅
市
長
淵
五
丁

目
千
八
十
六
番
地

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
良
心

会
青
梅
成

木
台
病
院

青
梅
市
成
木
一
丁

目
四
百
四
十
七
番

地

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
東
京

愛
成
会
高

八
王
子
市
宮
下
町

百
七
十
八
番
地

同
右

同
右
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月
病
院

医
療
法
人

財
団
青
溪

会
駒
木
野

病
院

八
王
子
市
裏
高
尾

町
二
百
七
十
三
番

地

同
右

同
右

医
療
法
人

永
寿
会
恩

方
病
院

八
王
子
市
西
寺
方

町
百
五
番
地

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
緑
雲

会
多
摩
病

院

八
王
子
市
中
野
町

二
千
八
十
二
番
地

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
光
生

会
平
川
病

院

八
王
子
市
美
山
町

千
七
十
六
番
地

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
明
和

会
西
八
王

子
病
院

八
王
子
市
上
川
町

二
千
百
五
十
番
地

同
右

同
右

社
会
福
祉

法
人
桜
ヶ

丘
社
会
事

業
協
会
桜

ヶ
丘
記
念

病
院

多
摩
市
連
光
寺
一

丁
目
一
番
地
一

同
右

同
右

特
定
医
療

法
人
社
団

研
精
会
稲

城
台
病
院

稲
城
市
若
葉
台
三

丁
目
七
番
地
一

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
鶴
永

会
鶴
が
丘

ガ
ー
デ
ン

ホ
ス
ピ
タ

ル

町
田
市
三
輪
緑
山

二
丁
目
二
千
百
三

十
三
番
地
一

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
天
紀

会
こ
こ
ろ

の
ホ
ス
ピ

タ
ル
町
田

町
田
市
上
小
山
田

町
二
千
百
四
十
番

地

同
右

同
右

国
家
公
務

員
共
済
組

合
連
合
会

立
川
病
院

立
川
市
錦
町
四
丁

目
二
番
二
十
二
号

同
右

同
右

公
益
財
団

法
人
井
之

頭
病
院

三
鷹
市
上
連
雀
四

丁
目
十
四
番
一
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
碧
水

会
長
谷
川

病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁

目
二
十
番
三
十
六

号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
根
岸

病
院

府
中
市
武
蔵
台
二

丁
目
十
二
番
地
の

二

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
欣
助

会
吉
祥
寺

病
院

調
布
市
深
大
寺
北

町
四
丁
目
十
七
番

地
一

同
右

同
右

特
定
医
療

法
人
社
団

研
精
会
東

京
さ
つ
き

ホ
ス
ピ
タ

ル

調
布
市
東
つ
つ
じ

ヶ
丘
二
丁
目
二
十

七
番
地
一

同
右

同
右

東
京
都
立

多
摩
総
合

医
療
セ
ン

タ
ー

府
中
市
武
蔵
台
二

丁
目
八
番
地
の
二

十
九

同
右

同
右

東
京
都
立

小
児
総
合

医
療
セ
ン

タ
ー

府
中
市
武
蔵
台
二

丁
目
八
番
地
の
二

十
九

同
右

同
右

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
精
神

・
神
経
医

療
研
究
セ

ン
タ
ー
病

院

小
平
市
小
川
東
町

四
丁
目
一
番
一
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
薫
風

会
山
田
病

院

西
東
京
市
南
町
三

丁
目
四
番
十
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
恵
友

会
三
恵
病

院

東
村
山
市
青
葉
町

三
丁
目
二
十
九
番

地
一

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
新
新

会
多
摩
あ

お
ば
病
院

東
村
山
市
青
葉
町

二
丁
目
二
十
七
番

地
一

同
右

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
七
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
後
段
の
規
定
に

基
づ
き
、
特
例
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
応
急
入
院
指
定
病
院
と

し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称

所
在
地

指
定
期
間

指
定
年
月
日

医
療
法
人

社
団
翠
会

成
増
厚
生

病
院

板
橋
区
三
園
一
丁

目
十
九
番
一
号

令
和
四
年
四
月

一
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

令
和
四
年
四
月

一
日

医
療
法
人

社
団
清
和

板
橋
区
常
盤
台
二

丁
目
三
十
三
番
十

同
右

同
右
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昌
綾
会
飯

沼
病
院

五
号

医
療
法
人

財
団
厚
生

協
会
大
泉

病
院

練
馬
区
大
泉
学
園

町
六
丁
目
九
番
一

号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
大
和

会
大
内
病

院

足
立
区
西
新
井
五

丁
目
四
十
一
番
一

号

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
岩
尾

会
東
京
海

道
病
院

青
梅
市
末
広
町
一

丁
目
四
番
地
の
五

同
右

同
右

医
療
法
人

財
団
青
溪

会
駒
木
野

病
院

八
王
子
市
裏
高
尾

町
二
百
七
十
三
番

地

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
光
生

会
平
川
病

院

八
王
子
市
美
山
町

千
七
十
六
番
地

同
右

同
右

国
家
公
務

員
共
済
組

合
連
合
会

立
川
病
院

立
川
市
錦
町
四
丁

目
二
番
二
十
二
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
碧
水

会
長
谷
川

病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁

目
二
十
番
三
十
六

号

同
右

同
右

国
立
研
究

開
発
法
人

国
立
精
神

・
神
経
医

療
研
究
セ

ン
タ
ー
病

院

小
平
市
小
川
東
町

四
丁
目
一
番
一
号

同
右

同
右

医
療
法
人

社
団
新
新

会
多
摩
あ

お
ば
病
院

東
村
山
市
青
葉
町

二
丁
目
二
十
七
番

地
一

同
右

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
中
型
ま
き
網
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、

当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
釣
り
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め

た
の
で
、
当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申

請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、

当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま
で
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
五
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ヤ
オ
コ
ー
東
久
留
米
滝
山
店

二

店
舗
所
在
地

東
久
留
米
市
滝
山
四
丁
目
十
三
番
十
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー

四

意
見

ア

聴
取
者

東
久
留
米
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
四
年
四
月
七
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


